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1. はじめに 
1.1. 背景 
 
書籍「さよなら、インターネット」に、このような記述があります [1]。 
 

「わたしたちのデジタルアイデンティティは自身のコントロールから離散し、
自分自身の所有物ではなくなった。(～中略～)あなたがある日、 
ソーシャルネットワークアカウントすべて削除したとしても、 
あなたの個人のデータはインターネット上に残り続ける。」 

 
デジタルとリアル（オンラインとオフライン）が融合する今、この不都合な真実はインター

ネットばかりではありません。私たちの個人のデータを含むデジタルアイデンティティは、多
くの場所で危険に晒されています。 
私たちがオンライン上でサービスを受けたり何かを購入したりするために、多くの場合「自

分は誰か」という情報を伝える必要があります。この「自分は誰か」というデジタル化された
情報をデジタルアイデンティティといいます。 
デジタルアイデンティティの普及や整備が進むにつれ、私たちの今日の生活は便利になった

一方で、次のような問題が増えてきました。 
 
• 企業は自社サービスをオンラインで提供する際、顧客を囲い込むことを目的に自社アカ
ウントの登録を促し、ビジネスで活用することを念頭にできるだけ多くの顧客情報を集
めようとします。何かしらのチケットをリアルの窓口で買う時は求められることはない
のに、オンライン購入では住所・氏名・年齢・職業等チケット購入には必要ない個人の
データまで入力を求められる、といったことがその一例です。本来、生活者が企業に個
人情報を提供する際には、提供する個人のデータが何に使われるかを理解した上で、サ
ービスを享受されるために必要であると納得した上で、提供すべきものです。 

• 今日、生活者は利用するサービスごとにIDとパスワードを登録する必要があり、それ
ぞれの企業に個人のデータを登録します。デジタルのサービスだけでなく、最近はリア
ル店舗でもオンライン活用が増え、生活者自身、どこに何の情報を登録しているか、利
用するために必要なIDとパスワードは何だったかを全て覚えて管理することが簡単で
はなくなりました。 

• こうしたことを理由に、生活者は1つのIDとパスワードを複数のサービスで使い回す
ことが多くなりました。そして、１つのIDとパスワードの漏洩が、複数のサービスに
影響を及ぼすような問題が、世界各国で起きるようになりました。 

• その解決策として、特定企業のアカウントを用いて外部のサービスにログインできる認
証連携の仕組みが開発されました。しかし、当該特定企業は、生活者がどの外部サービ
スを使っているのかを把握できてしまいます。さらに、当該特定企業のアカウントが何
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らかの理由で強制的に利用停止になってしまった場合、認証連携の仕組みでログインで
きていたサービス全てを利用できなくなる新しいリスクが生まれてしまいました。 

 
このような問題を解決するために、あなたのアカウントの管理をどこかに託すのではなく、

あなたが自ら管理する仕組みが考えられています。実現する方法として、生活者が自らのデー
タに関するコントロール権を確保して生活者が許可した範囲で提供できるようにする自己主権
型アイデンティティ（SSI: Self-Sovereign Identity）と呼ばれる思想と、生活者のアカウント
が特定企業等に依存しないように依存度を下げることを目的とした分散型アイデンティティ
（DID: Decentralized Identity）と呼ばれる技術が注目を集めています。 
 
例えば、次のようなことが可能になります。 

• 自らが管理するアカウントを使ってさまざまなサービスを利用できることで、特定企
業によって利用サービスが把握されることや、アカウントの強制停止で複数のサービ
スが利用できなくなることを回避できる 

• どの企業・サービスに、何の情報を提供するかを、自分の意志で決められる 
• 自分の情報の保管場所や活用先を自ら選択できる 

 
このように、便利かつ安心・安全なデジタル社会にむけて、自己主権型/分散型アイデンテ

ィティの仕組みを、生活者に“選択肢”として提供することが大事だと考えます。 
 
1.2. 目的 
 
本書は、既存のID技術に基礎理解や関心があり、上記のようなライフスタイルを提案する

「自己主権型/分散型アイデンティティ」についてキーワードは聞いたことがあるが、どのよう
にビジネスに適用すれば良いか困っている、ビジネスの企画・推進、または、その決裁に関わ
る方を想定読者とします。また、本書を通じて、自己主権型/分散型アイデンティティを用いた
デジタル社会を実現させるための、「技術理解支援」と、「社会実装にむけての課題の提言」
を行うことを目的とします。 
 
これらの前提のもと、本書は、以下の構成をとります。 

 
「ビジネス適用」の観点では、第2章「自己主権型/分散型アイデンティティのユースケー

ス」にて自己主権型/分散型アイデンティティを用いたデジタル社会を実現させるためのユース
ケースを記述します。 
第2章で挙げたユースケースに関連する「技術理解支援」の観点では、第3章「自己主権

型/分散型アイデンティティを構成する要素（アーキテクチャ）」にて4つのレイヤーから成
り立つ構成要素の概要を記述します。 
「社会実装に向けての技術課題の提言」の観点では、本書で取り扱う4つの各レイヤー（後

述）について、今後の技術選択を進める上での論点を、第４章「今後の展望」として記述しま
す。 
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2. 自己主権型/分散型アイデンティティのユースケース 
本章では、自己主権型/分散型アイデンティティで実現されるデジタル社会での体験につい

て、２つのユースケースを用いて説明します。 
まず、本章で用いる最低限の技術用語を下表にまとめます。詳細な技術解説は「3自己主権

型/分散型アイデンティティを構成する要素」をご参照ください。 
 
用語 説明 
VC VC（Verifiable Credentials）とは「検証可能なクレデンシャル」

と訳されます。VCは物理的な「クレデンシャル」が表すものと同
じ情報を保持し、デジタル署名等の技術を用いて改ざんを防止し
信頼性を高くしたもののことです。VCは身分証明証やチケット等
（例えば、運転免許証、航空券、ホテルの予約情報）を、暗号学
的に検証できるようにしたものです。 

デジタルIDウォレット デジタルIDウォレットは、VCを受領・保管・提供するために、
所有者が使うものです。 

所有者 デジタルIDウォレットやVCを利用する者（アクター）のことで
す。本章の例では、移動体験を通して様々なサービスを享受する
者が該当します。 

発行者 デジタルIDウォレットの所有者へVCを発行する者（アクター）
のことです。本章の例では、宿泊・運転・決済等をする際に必要
なVCを発行するマイナポータルアプリやクレジットカードアプ
リが該当します。 

検証者 デジタルIDウォレットの所有者からVCを提供され、VCが発行
者から所有者へ正しく発行されたVCであるか検証する者（アク
ター）のことです。本章の例では、移動体験を通して様々なサー
ビスを提供するための旅行代理店アプリやレンタカーキーシステ
ムが該当します。 

 
特に発行者・所有者・検証者と呼ばれる3つの登場人物は、通常は以下のようなやりとりで

VCを受け渡します。 

 
図 1 VCの受け渡しに関与する登場人物（発行者・所有者・検証者） 
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2.1. 移動体験におけるユースケース（チケットのデジタル化） 
 

2.1.1. ユースケース概要 
 
旅行代理店が提供するパッケージ旅行を予約し、電車・バス・レンタカー等を、デジタルID

ウォレットを通じて利用する移動体験を対象としたユースケースです。 
本ユースケースでは、移動体験（チケットのデジタル化）を検証するためのデモアプリを通

じて、デジタルIDウォレットで管理されたVCを用いた移動体験を再現しています。（技術解
説は「3.4.1デジタルIDウォレットの機能」を参照） 
 

1. VCの発行 
所有者が、宿泊・運転・決済等をする際に必要なVCを、デジタルIDウォレットに
発行。（技術解説は「3.3.1検証可能なクレデンシャルの受け渡しとフォーマット」
を参照） 

2. VCの提供 
デジタルIDウォレットから、決済に必要な情報を、旅行代理店アプリに提供。（技
術解説は「3.4.2通信プロトコルの類型」の1.遠隔型を参照） 

3. サービスの利用 
所有者のデジタルIDウォレットにある旅程表を使って、各種サービスや施設を利
用。（技術解説は「3.4.2通信プロトコルの類型」の1.遠隔型を参照） 
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2.1.2. フロー 
 

1. VCの発行 
所有者が、宿泊・運転・決済等をする際に必要な、マイナンバーカード内に格納され
た基本4情報（氏名・住所・生年月日・性別）を含む電子証明書（公的個人認
証）、運転免許証、決済用識別子に関するVCを、デジタルIDウォレットに発行し
ます。 
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図 2 移動体験におけるユースケース（チケットのデジタル化）のフロー ‒ VCの発行 

 ※マイナポータル部分については [2]をもとに作成 
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2. VCの提供 
所有者のデジタルIDウォレットから、決済に必要な決済用識別子を、旅行代理店ア
プリに提供し、旅行パッケージを購入します。旅程表等を入手し、所有者のデジタル
IDウォレットに発行します。 
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図 3 移動体験におけるユースケース（チケットのデジタル化）のフロー ‒ VCの提供 
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3. サービスの利用 
所有者のデジタルIDウォレットに発行した各種チケット（鉄道乗者券、飛行機搭乗
券、レンタカーのデジタルキー、ホテルルームキー）を使って、各種サービスを利用
します。 

 
 

 
図 4 移動体験におけるユースケース(チケットのデジタル化)のフロー ‒ サービスの利用 
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2.1.3. VC関係図 

 
図 5 移動体験におけるユースケース(チケットのデジタル化)のVC関連図 

• 発行者とVC 
o 行政: マイナポータルから、マイナンバーカード内に格納された基本4情報(氏
名・住所・生年月日・性別)を含む電子証明書（公的個人認証）と運転免許証に
関するVCを、所有者に発行します。 

o 金融/決済: クレジットカード会社が管理する会員システムから、決済用識別子に
関するVCを、所有者に発行します。 

o 交通/旅行: 旅行会社が管理するシステムから、パッケージ旅行に含まれるチケッ
トに関するVCを、所有者に発行します。 

• 検証者とVC 
o 交通/旅行: 移動体験を提供する各社が、決済情報、乗車券、搭乗券、運転免許
証、ホテルルームキー等を検証し、サービスを提供します。 

 
2.2. 移動体験におけるユースケース（マーケティングプラットフォーム） 
 
2.2.1. ユースケース概要 
 
旅行者が持つスマートフォン内にインストールされた、デジタルIDウォレット機能を有す

るMaaSアプリに旅行者の予定と位置情報を提供することで、旅行先の地域で使用可能なクー
ポンが提案される移動体験を対象としたユースケースです。 
本ユースケースでは、以下のポイントについて検証するためのデモアプリを通じて、デジタ

ルIDウォレット機能を有するMaaSアプリで管理されたVCを用いた移動体験を再現してい
ます。（技術解説は「3.4.1デジタルIDウォレットの機能」を参照） 
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1. 旅程と位置情報の提供 
所有者の旅程（カレンダー）と、位置情報を、デジタルIDウォレット機能を有する
MaaSアプリに提供。 

2. VCのレコメンデーション 
デジタルIDウォレット機能を有するMaaSアプリが、所有者から提供された旅程
（カレンダー）・位置情報をもとに、旅行先の地域で使用できるクーポンをレコメン
ド。 
所有者は、デジタルIDウォレットにクーポンのVCを格納。（技術解説は「3.5.1識
別子（DID）の仕様」を参照） 

3. サービスの利用 
所有者は、デジタルIDウォレット機能を有するMaaSアプリからレコメンドされた
クーポンを用いて、各種サービスや施設を利用。（技術解説は「3.4.2通信プロトコ
ルの類型」の2.近接型を参照）  
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2.2.2. フロー 
 

1. 旅程と位置情報の提供 
所有者の旅程（カレンダー）と位置情報を、デジタルIDウォレット機能を有する
MaaSアプリに提供します。 

 
 

 
図 6 移動体験におけるユースケース（マーケティングプラットフォーム）のフロー - VCの提供 
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2. VCのレコメンデーション 
デジタルIDウォレット機能を有するMaaSアプリが、所有者の旅程（カレンダー）
と位置情報から、旅行先の地域で使用できるクーポン（レストランで使えるEV充電
クーポン）に関するVCを、所有者のデジタルIDウォレットに発行します。 

 

 
 

 
図 7 移動体験におけるユースケース（マーケティングプラットフォーム）のフロー - VCのレコメンデーション 
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3. サービスの利用 
所有者のデジタルIDウォレットから、EV充電クーポンを、レストランの駐車場に設
置された充電設備認証端末に提供します。 

 
 

 
図 8 移動体験におけるユースケース（マーケティングプラットフォーム）のフロー - サービスの利用 
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2.2.3. VC関係図 
 

 
図 9移動体験におけるユースケース（マーケティングプラットフォーム）のVC関連図 

• 発行者とVC 
o 交通/旅行: デジタルIDウォレット機能を有するMaaSアプリから、旅行先
の店舗等で使用できるクーポンに関するVCを、所有者に発行します。 

• 検証者とVC 
o 交通/旅行デジタルIDウォレット機能を有するMaaSアプリが、所有者の
旅程（カレンダー）と位置情報を検証し、マーケティングのためのレコメ
ンデーションエンジンへの学習データとして取り扱います。 

o 飲食: 旅行先の地域で使用できるクーポンを検証し、EV充電サービスを提
供します。 
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3. 自己主権型/分散型アイデンティティを構成する要素 
本章では、自己主権型/分散型アイデンティティを構成する要素について、4つのレイヤー

から概要を記述します。それぞれのレイヤーについて、概要とサービス展開にあたっての考慮
事項を示します。 
 
3.1. 自己主権型/分散型アイデンティティの構成要素と4つのレイヤー 
 
自己主権型/分散型アイデンティティを構成する要素は下図の通りです。構成要素には諸説

ありますが [3]、本章では、2021年に出版された書籍「Self-Sovereign Identity」 [4]を参照
し、下図の4つのレイヤーを一例として取り上げます。 

 

図 10自己主権型/分散型アイデンティティを構成する要素 

4つのレイヤーが正しく作用することで、個人や組織が自己主権型/分散型アイデンティテ
ィを正しく利用できるようになります。これにより、下図のように信頼を確保した情報流通を
行うことができます。 
 

 
図 11信頼を確保した情報流通 
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• レイヤー4 ガバナンスフレームワーク 
検証者が「検証可能なクレデンシャル」に関連する信頼について答えることを可能と
するためのレイヤーです。行政機関や業界団体等の管理運営団体が、情報流通時の信
頼を保証するために、「その信用状況を誰が審査し、どのような根拠をもってそれを
担保するか」についてのポリシーや契約を定めます。 
 

• レイヤー3クレデンシャル「検証可能なクレデンシャル」の相互運用性をサポート
するためのレイヤーです。発行者、所有者、検証者と呼ばれる登場人物（前述）の間
で、身分証明書や航空券、ホテルの予約情報といった「検証可能なクレデンシャル」
の発行・提供・検証について取り扱います。 
 

• レイヤー2安全なコミュニケーションと通信プロトコル 
参加者間での信頼されたコミュニケーションを確立するためのレイヤーです。「検証
可能なクレデンシャル」を管理するデジタルIDウォレットと、デジタルIDウォレッ
トを介した発行者・所有者・検証者間の通信プロトコルについて取り扱います。 
 

• レイヤー1 識別子と公開鍵 
識別子と公開鍵が定義と管理されるレイヤーです。各個人や組織等を同じDIDの仕
組みの中で一意にする識別子（DID）の仕様と、識別子（DID）に紐づく情報（DID
ドキュメント）を、発行者や検証者からも参照できるような形で管理する方法を取り
扱います。 

 
以降の章では、それぞれのレイヤーについて、概要を示した上で、取りうる選択肢を類型化

しながら説明します。また、それぞれのレイヤーの相互運用についても記述します。 
 
3.2. レイヤー4 ガバナンスフレームワーク 
レイヤー4ガバナンスフレームワークでは、組織やプロセスを用いた人間による信頼につい

て説明します。 
 
3.2.1. ガバナンスフレームワークの概要 
ガバナンスフレームワーク（※本書では「トラストフレームワーク」を「ガバナンスフレー

ムワーク」として扱います）は、法規制やフレームワークに準拠して参加者がデジタルアイデ
ンティティを適切に設計・開発・運用・利用していくために、行政機関や業界団体等によって
策定されます。 
ガバナンスフレームワークでは、どのような組織体でガバナンスプレーヤーと主要プレー 

ヤーを構成するかを定めます。また、どのようなガバナンスの枠組みを整備するかを定めま
す。組織構成とガバナンス整備の観点のもと、以下を基本的な構成要素として定めることで、
持続的なガバナンスを実現します（図12）。 
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ガバナンスフレームワークの基本的な構成要素 
• 関連する組織体系の役割 [5] 

o ガバナンスプレーヤー 
§ Policy Maker: ガバナンスフレームワークのポリシー策定者 
§ Governance Framework Provider: 全体のガバナンスを管理する国家
認定機関 

§ Assessor: 第三者機関として、加盟者のポリシーへの準拠を審査する
適合性評価機関 

o 主要プレーヤー 
§ Identity Provider: アイデンティティ情報を管理し提供する機関（IdP） 
§ Service Provider: アイデンティティ情報をもとにサービスを提供する
機関（SP） 

§ User: ID情報の所有者としてIdentity Providerに ID情報を登録し、
Service Providerに ID情報の提供を許可することでサービスを利用す
る一般利用者 

• 組織の関係性 
• 組織がカバーすべき範囲 
• 業務内容を定める、保証すべき信頼性のレベルに応じた規則（ポリシー） 
 

 
 

図 12 ガバナンスフレームワークの基本形 ※ [5]より引用・編集 
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3.2.2. ガバナンスフレームワークの事例 
ここでは、ガバナンスフレームワークの事例として、欧州における電子商取引のための規則

eIDASについて説明します。 
 
eIDASは、欧州委員会による、ヨーロッパ域内における電子商取引のための電子識別、認

証、電子サイン等、トラストサービス [6] [7]に関する規則（（EU）No 910/2014）です。 
法制面では、欧州デジタルアイデンティティフレームワークの設立として元々のeIDASを改正
する規則（（EU）No 2024/1183）が2024年5月に施行されました。本書では、この
2024年5月に施行された規則をその通称でのeIDAS 2.0と記します。技術面では、eIDAS 
2.0でのデジタルIDウォレットを踏まえたリファレンスアーキテクチャARFが2023年2月
に公開、2024年3月にはV1.3.0へ改訂されています [8]。eIDAS 2.0の社会実装に向けた取
り組みに関しては「4.1.1実社会・ビジネスにおける適用事例」で後述します。 
 
図12に示すように、eIDASでは欧州委員会がポリシー策定者としてeIDAS規則を法制度

として策定します。これを根拠として、EU加盟国ごとのガバナンスフレームワークでは、図
12の凡例に示すようにガバナンスプレーヤーを設置し、主要プレーヤーを管理します。 
ガバナンスプレーヤーはEU加盟国ごとに、国家認定機関（National accreditation 

body）、国家監督機関（National Supervisory Body）、適合性評価機関（Conformity 
Assessment Bodies）を設置します。国家認定機関と国家監督機関は適合性評価機関を認定・
監査します。 
 
主要プレーヤーはeIDAS規則では「QTSP=適格トラストサービスプロバイダ」が挙げられ

ます。適合性評価機関は各QTSPの事業を監査します。これにより、主要プレーヤーの信頼性
を高める工夫がされています。 
eIDASの特徴として、EU各加盟国のQTSPが、トラステッド・リストに集約される点が挙

げられます。トラステッド・リストとは、トラストサービスに必要な要素技術（電子署名やe
シール等）ごとの、信頼のおける事業者の一覧です。トラステッド・リストは欧州委員会が
Webサイトに公開しており [9]、EU全体のトラストアンカーとして機能しています。 
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図 13ガバナンスフレームワークの事例(eIDAS) 

 
図13に示すように、トラステッド・リストを法制度のレベルで規定し、EU加盟国間で合

意している点がeIDASの大きな特徴です。 
 
3.2.1項（一般論による整理）と3.2.2項（eIDASの事例による整理）において、用語に相

違があります。以下に参考情報として対応表を示します。 
 

3.2.1項（一般論による整理） 3.2.2項（eIDASの事例による整理） 
Governance Framework Trust Framework 
Governance Framework Provider 
監督機関 

National Supervisory Body 
国家監督機関 

なし National Accreditation Body 
国家認定機関 

Assessor 
適合性評価機関 

Conformity Assessment Bodies 
適合性評価機関 

Identity Provider 
IdP 

Identity Provider 
IdP 

Service Provider 
SP 

Relying Party 
RP 
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3.3. レイヤー3 クレデンシャル 
3.3.1. 検証可能なクレデンシャルの受け渡しとフォーマット 
VC（Verifiable Credentials:検証可能なクレデンシャル）をデジタル上で受け渡すための基

本的な考え方を、本項で説明します。 
 
VCの受け渡しは、以下の図で示す、発行者、所有者、検証者と呼ばれる3つの登場人物の

存在を前提としています（図14）。なお、「レイヤー4 ガバナンスフレームワーク」で登場し
た、Identity Provider（IdP）は発行者に、Service Provider（SP）は検証者に、それぞれ対応
します。 
 

• 発行者は、所有者に、VCを発行する 
(例) 行政機関は、所有者に、運転免許証を発行する 

• 所有者は、検証者に、VCを、「検証可能なプレゼンテーション※」として提供する 
(例) 所有者は、運転免許証を、レンタカー会社に提供する 
※所有者にVCが紐づいていることを検証者が検証できるようなフォーマットで、一
つないし複数のVCを組み合わせたもの 

• 検証者は、所有者から提供されたVCが、発行者から所有者へ正しく発行されたも
のかどうか検証する 
(例) レンタカー会社は、運転免許証が、行政機関から所有者へ正しく発行されたもの
かどうか検証する 
 

 
図 14 VCに関連する発行者、所有者、検証者の関係 ※ [10]より引用・翻訳 

なお、所有者がVCをスマートフォン上に管理するためのデジタルIDウォレットについて
は、「レイヤー2 安全なコミュニケーションと通信プロトコル」の項にて、VC発行の根拠と
なる識別子やスキーマと呼ばれるデータを保持し、VCの発行や検証時に参照する、検証可能
データレジストリについては、「レイヤー1 識別子と公開鍵」の項にて、それぞれ取り扱いま
す。 
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VCの技術仕様は、Web標準を開発する国際コミュニティW3Cがデータモデルを [10]、
IETFが選択的開示（例えば、飛行機のチケットのVCに含まれている情報のうち、便名のみを
検証者が分かるように提供する）に関するデータフォーマットを [11]、それぞれ策定していま
す。この他にも各要素技術の標準化団体が、VCに関心を示している状況と言えます [12]。 
産業界においては、ワクチン接種証明やモバイル運転免許証等で活用が始まっています 

[13]。特に、モバイル運転免許証については、ISO/IEC規格で定められたデータフォーマット
mdocに基づいた、mDLと呼ばれるモバイル運転免許証データが米国では既に一部の州で利用
されているほか、その他の地域間でも共通的に利用されようとしています [14] [15] [16]。 
 

3.3.2. 発行者と検証者の制限に関する類型 
VCを取り扱うサービスやプラットフォーム（デジタルIDウォレット等）を運営するにあた

っては、発行者と検証者の参加をどの程度制限または許容するのか考慮する必要があります。 
発行者の参加を制限する理由の一つは、VCは「発行者から所有者へ正しく発行されたもの

かどうか」をテクノロジー面から証明するのみであり、「発行者が信頼できるかどうか」は、
VC自体から知ることができないからです。 
検証者の参加を制限する理由の一つは、所有者が検証者に提供するVCの情報が不適切に利

用されないようにするためです。 
ここでは、以下に示す発行者と検証者の参加方法の類型をもとに議論を進めます(図15)。図

15は、縦軸に参加者の種類(発行者・検証者)を、横軸に参加の制限の大きさ(特定対象者のみ・
申請許可制・自由参加)をそれぞれ示しています。右側ほど参加の制限が小さく、誰もが参加可
能な、パブリックに近い類型になります。 
 

 
図 15発行者と検証者の参加方法の類型 

 
① 発行者が制限されている場合（特定対象者または申請許可制） 
検証者は、発行者の参加が制限されていない自由参加の場合よりも、所有者から提供
されるVCの中身の情報が高い信頼性を有している前提で、サービス提供することが
できます。 
所有者は発行者の参加が制限されていない自由参加の場合よりも、高い信頼性を有し
た情報が含まれるVCをデジタルIDウォレットに保管し、検証者に提供することが
できます。 
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例えば、発行者が運転免許証を取り扱う行政機関や、航空券を取り扱う航空会社に限
られる場合、検証者は所有者からVCとして提供される運転免許証や航空券が真正な
内容であるとみなすことができます。 
※先述の通り、VCは「発行者から所有者へ正しく発行されたものかどうか」をテク
ノロジー面から証明するのみであり、発行者（と所有者）が悪意を持ってVCの中身
を虚偽の内容で作成することはVCの技術だけでは防ぐことができません。したがっ
て発行者を制限することは、虚偽の内容のVCが最終的に検証者に提供される可能性
を減らす効果があり得ます。 
 

② 検証者が制限されている場合（特定対象者または申請許可制） 
発行者は、所有者に発行したVCのデータが、情報管理が不十分な検証者に提供され
てしまうことなどで所有者が被害に遭う懸念が減ります。 
所有者はVCを検証者に提供する際、検証者の参加が制限されていない場合よりも、
心理的ハードルを感じにくくなります。 
例えば検証者が、旅行先の地域でMaaSサービスを提供する事業者等、デジタルID
ウォレットサービスの提供者から認証を受けていたり、とあるガバナンスフレームワ
ークに適合したりする場合、所有者は、運転免許証や旅程に関するデータを、VCと
して、安心してMaaS事業者に提供することができます。 
※検証者の参加が制限されていれば、情報管理が不十分な検証者に所有者がVCを渡
してしまうこと等による、情報漏えいや情報の不適切な利用などの被害に所有者が遭
遇する可能性が下がることが期待されます。 
 

③ すべての発行者と検証者の参加が許容されている場合（自由参加） 
発行者、所有者、検証者間の自由な情報流通が可能な一方で、参加者に対するガバナ
ンスは効きにくくなります。内容の真正性などが不確かな情報が含まれるVCが発行
者から発行され、情報管理が不十分な検証者にVCのデータが提供されてしまうよう
になる恐れもあります。 
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3.4. レイヤー2 安全なコミュニケーションと通信プロトコル 
 
3.4.1. デジタルIDウォレットの機能 
レイヤー2では、VCの授受を行うウォレット（デジタルIDウォレット）が言及されていま

す [4]。デジタルIDウォレットは、以下の図の赤枠に示す機能を主要なものとして有します 
(図16)。 

 
図 16デジタルIDウォレットの位置付けと主要な機能 

1. VC管理 
デジタルIDウォレットに対して発行されたVCを利用者が閲覧できるようにするほ
か、不要になったり有効期限が切れたりしたものを削除する機能 

2. 認証 
利用者がデジタルIDウォレットを利用する際、パスコードや生体認証等によって認
証する機能 

3. 通知 
発行者や、検証者が、所有者にプッシュ通知等を行う機能 

4. VC格納 
発行者がデジタルIDウォレットに対して発行するVCを格納する機能 

5. 検証可能なプレゼンテーションの提供 
検証者が所有者から提供されたVCが発行者から所有者へ正しく発行されたものかど
うか検証できるように、検証可能なプレゼンテーションとしてデジタルIDウォレッ
トがデジタル署名を行い、デジタルIDウォレットから検証者に対して提供する機能 
※デジタル署名の根拠となるDIDについては、こちらの機能の中で管理されます。
その仕組みについては、「レイヤー1 識別子と公開鍵」の項にて取り扱います。 
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6. 履歴管理 
VCの格納や、検証可能なプレゼンテーションとしての提供といった処理の履歴を保
持し、利用者が閲覧できるようにする機能 

 
デジタルIDウォレットとして実装が推奨される機能として、欧州においては、eIDAS 2.0

に基づいたリファレンスアーキテクチャであるARF（Architecture and Reference 
Framework）が2023年に公表されています。eIDAS 2.0のARF（Ver1.3）では、デジタル
IDウォレットのアーキテクチャについて、基本要素として暗号鍵管理、発行・交換・通信のプ
ロトコル、データモデル、デジタル署名フォーマット等について記載されています [8]。各デ
ジタルIDウォレットプロバイダーはこれに準拠したデジタルIDウォレットアプリケーション
を公開することが見込まれます。また、ARFにおいても更新が継続しており、2024年5月に
はVer1.4が公開されました。本書の執筆チームも、ARFを継続的に確認している他、実際の
デジタルIDウォレットサービスとして、ドイツのLissi Wallet等を調査しています [17]。 
 

3.4.2. 通信プロトコルの類型 
所有者は、デジタルIDウォレットを発行者または検証者と通信させることで、VCの受け渡

しを行います。ここでは、その際の通信プロトコルについて、以下に示す2つの類型を、代表
例として取り扱います(図17)。 
これらの通信プロトコルによって、デジタルIDウォレットのUI/UXには、大きな違いが生

じます。実装においては、それぞれの特色を理解した上で、デジタルIDウォレットの提供機能
にあわせ、単一の通信プロトコルだけでなく、複数の通信プロトコルを組み合わせる等の考慮
を行う必要があります。 
 

 
図 17通信プロトコルの2類型 

1. 遠隔型 
クライアント（所有者のデジタルIDウォレット）とサーバー（事業者等が用意）間
のデータやり取りに使用します。 
OpenID Foundationは、既存のWebサービスやモバイルアプリを大きく変更するこ
となく、VCの受け渡しを行うことを目的としたプロトコル「OpenID for Verifiable 
Credentials」の仕様群の策定を進めています [18]。この仕様群には、「レイヤー3 
クレデンシャル」の項にて挙げた、「VCの発行」に対応する「OID4VCI （OpenID 
for Verifiable Credential Issuance）」と「検証可能なプレゼンテーションの提供」
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に対応する「OID4VP（OpenID for Verifiable Presentations）」が含まれます。 
デジタルIDウォレットから、他のモバイルアプリやブラウザで開いているWebサ
ービスのページにVCのデータを提供する場合で遠隔型の利用が想定されます。ま
ず、デジタルIDウォレットから、モバイルアプリやWebサービスの裏側のサーバ
ーに対してVCが提供されます。裏側のサーバーがVCを受け取ると、VCのデータ
を基にモバイルデバイス上のモバイルアプリやWebサービスのページの内容が更新
されるような流れです。 
また、遠隔型の通信プロトコルだけでなく、後述する近接型の通信プロトコルにも対
応したデジタルIDウォレットを使用するサービスも登場しています [19]。 
 

2. 近接型 
クライアント同士間のやり取りに使用します。インターフェースには、NFC、
Bluetooth、QRコード等を使用します。  
QRコードについては、スマートフォンのカメラでQRコードを読み取り、クライア
ント同士の通信経路を確立し、VCをDID Comm等の仕様を用いてやり取りする実
装が見られます [17] [20]。 
 

 
3.5. レイヤー1 識別子と公開鍵 
 
3.5.1. 識別子（DID）の仕様 
DIDは、同じDIDの仕組みの中で、個人や組織を一意に識別するものです。DIDは、自らが

信頼したシステムを用いて生成することも可能としてデザインされています [21]。このような
DIDを用いて、自己主権型/分散型アイデンティティの考え方に適している識別子を設計できる
可能性もあります。 
 
本項の以下の記述では、W3Cが定める仕様の詳細には触れず、DIDの概念的な理解を助け

るための要素を紹介します。 
 
DIDの生成には、いくつかの方法がありますが、ここでは以下の図18のように、発行者・

所有者・検証者のデバイスが生成する公開鍵をもとに生成される場合を説明します。ここで、
公開鍵は秘密鍵とともにデバイスが生成するもので、両者をあわせてキーペアと呼びます。キ
ーペアのうち公開鍵は、その名の通り他者に公開や共有することを前提とする一方で、秘密鍵
は、主にキーペアを発行したデバイス内のみで管理して秘密にしておくことを前提とします。
両者は、暗号学的アルゴリズムにより紐付いています。 
DIDとその生成に用いた公開鍵は、DIDドキュメントと呼ばれるデータとして検証可能デー

タレジストリ、すなわち、発行者・所有者・検証者が参照できるデータ置き場に格納されるこ
ともあります。 
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これらの関係を日常生活で例えると、印鑑に似ていると言えます。 
• 秘密鍵は印鑑にあたり、印鑑を所持している人だけが書類に捺印できます。 
• 公開鍵は印影にあたり、書類への捺印が印鑑（秘密鍵）を所持する本人によって行わ
れたかどうか確認できます。 

• DIDドキュメントは印影（公開鍵）と印鑑を所持している人を識別する情報（DID）
を紐付けます。 

 
 

 
図 18 DIDと公開鍵、DID Documentの関係 ※ [4]より引用・翻訳 

 
 

検証可能データレジストリには、DIDドキュメントのほか、VCの定義情報(スキーマと呼ば
れ、例えば、どの国の入国時でも共通で読み取れる「パスポート」のフォーマット等を指しま
す)や、その失効に関わるデータ等が格納される場合もあります [10]。 
検証者は、所有者のデジタルIDウォレットから提供されたVCを検証するタイミングで、

検証可能データレジストリにアクセスし、VCに対する信頼が公開鍵・秘密鍵のキーペアによ
って担保されていることを確認する場合もあります。例えば、「この乗車券は、とある鉄道会
社から、所有者に正しく発行されたものである」といったものです(図19)。 
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図 19 検証可能データレジストリの位置付け 

 
公開鍵とDIDドキュメントの管理方法は、自己主権型/分散型アイデンティティのアーキテ

クチャにおけるテクノロジー面で根幹をなします。ここでは、公開鍵およびDIDドキュメント
の管理方法（※本書執筆時点でおよそ200がW3Cに登録されています [22]）について、物理
的な観点で主な類型を図20に示します。なお、公開鍵およびDIDドキュメントの管理方法に
ついては物理的な観点以外にも権限といった他の観点も存在します。 
 

 
 

図 20 識別子(DID)管理の主な類型 

1. 集中管理 
公開鍵およびDIDドキュメントを、一か所に集中して管理する方法です。 

2. 分散管理 ‒ サーバー管理 
公開鍵およびDIDドキュメントを、サーバーサイドで複数のデータベース等を用い
て分散管理する方法です。 

3. 分散管理 ‒ 端末管理 
公開鍵およびDIDドキュメントを、スマートフォン等のモバイルデバイスで管理す
る方法です。 
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3.6. 自己主権型/分散型アイデンティティの相互運用 
 
ここまで述べてきたように、自己主権型/分散型アイデンティティには、4つのレイヤーが

存在します。それぞれのレイヤーにおいて、フレームワークや技術標準が存在しています。 
自己主権型/分散型アイデンティティの考え方や技術のもとでは、生活者はさまざまな事業

者や業界、さらには国をまたいだサービスを、自らの意思で利用することが想定されます。例
えば旅行シーンでは、飛行機・電車・レンタカーといったモビリティサービスを、スマートフ
ォン上のデジタルIDウォレットを用いて使用することになるでしょう。その際、各企業のサー
ビスは、生活者が持つデジタルIDウォレットを介して、情報の交換がスムーズに行われる、シ
ームレスな体験として提供されることが望ましいでしょう。 
企業が事業者や業界、国をまたいだサービスを提供していくためには、それぞれのレイヤー

で採用する技術やガバナンスの仕組みを、まずは参加プレーヤー全員と合意する必要がありま
す。つまり相互運用とは、参加プレーヤーが利用するシステムや機器を用いて情報を交換する
際に、交換された情報を想定したとおりに使用できる共通な枠組みであると言えます。また、
その後のプレーヤーの増加を見越して、可能な限り標準的な方法、すなわち相互運用が担保さ
れる方法を採用することが欠かせません。 
 
このような相互運用は、「レイヤー4 ガバナンスフレームワーク」において参加プレーヤー

間によるガバナンス面での合意を経て、「レイヤー3クレデンシャル」「レイヤー2 安全なコ
ミュニケーションと通信プロトコル」「レイヤー1 識別子と公開鍵」にあたるテクノロジー面
に関する取り決めを行っていく方法が取られるでしょう。ただし、特にテクノロジー面につい
てはどの程度強制力を伴わせるかがポイントとなり、厳格さと自由度のバランスを取り、参加
プレーヤーによるイノベーションを阻害しない取り決めが必要になります。 
例えばeIDAS 2.0では、「レイヤー4 ガバナンスフレームワーク」として、各国で効力を持

つ法制度を制定しました。その後に、ARFとして、本書執筆時点最新のVer1.4では「レイヤ
ー3クレデンシャル」「レイヤー2 安全なコミュニケーションと通信プロトコル」について、 
eIDAS 2.0の取り組みで採用する技術標準の選定等を検討しています。 
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4. 今後の展望 
4.1. 業界動向 
本書の執筆時点において、自己主権型/分散型アイデンティティは、第3章「自己主権型/分

散型アイデンティティを構成する要素」にて触れたように、比較的新しい考え方やテクノロジ
ーであると言えます。したがって、実社会やビジネスへの適用は今まさに検討が進んでいる最
中で、世界各地でPoC（概念実証）が行われている状況です。 
ここでは自己主権型/分散型アイデンティティに関連する動向について、「実社会・ビジネ

スにおける適用事例」と「テクノロジーの標準化動向」の2つの視点から説明します。 
 

4.1.1. 実社会・ビジネスにおける適用事例 
実社会・ビジネスにおける適用事例/実装に向けた取り組みとして、3つを紹介します。 

 
• SMART Health Card 
VCI等の団体による、医療分野におけるVCの標準化を推進する取り組みで、すでに
実社会・ビジネスに適用されています。 
ここ最近では、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書が、この取り組みで標準化
されたVCの形式に沿って提供されています [13]。 
この取り組みは、主に「レイヤー3 クレデンシャル」に分類されます。 
 

• eIDAS 2.0 Large Scale Pilot 
欧州では、第3章「自己主権型/分散型アイデンティティを構成する要素」で触れた
ように、eIDAS 2.0に関連して、デジタルIDウォレットを踏まえたリファレンスア
ーキテクチャARFの策定作業が進んでいます。また、ARFの社会実装に向けた取り
組みとして、Large Scale Pilotと呼ばれる取り組みが、EU各国でコンソーシアム型
の協力体制を作りながら、展開されています [23]。具体的なユースケースとして、
「行政サービスの利用」「モバイル運転免許証の提示」「法人間におけるWalletを
通じた商取引/情報取引」等を含む11個が挙げられ、これらのユースケースを、4
つのコンソーシアム（POTENTIAL、NOBID、DC4EU、EWC）が担っています。
Large Scale Pilotで得られた知見は、ARFにも反映され、社会実装と標準化の両輪
が、今後も進んでいくと想定されます。 
 

• Trusted Web 
Trusted Webは、2019年に日本政府が提唱した、DFFT (Data Free Flow with 
Trust)の実現に向け、内閣官房デジタル市場競争本部が設立したTrusted Web推進
協議会による取り組みです。この取り組みでは、Trusted Webを、「特定のサービ
スに過度に依存せずに、データ自体とデータのやり取りを検証できる領域を拡大し、
Trustを向上する仕組み」と位置づけており、本書の「1.1背景」で示した考え方と
も共通します。 
2022～2023年度にかけて、「Trusted Web の実現に向けたユースケース実証事
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業」が展開されており、「個人」「メディア」「ヘルスケア」「法人と行政庁」「サ
プライチェーン」「IoT」等をテーマにしたPoC（概念実証）が行われています 
[24]。国際的な相互運用の観点では、2023年４月のG7群馬高崎デジタル・技術大
臣会合において、閣僚宣言として各国との連携が合意され、日本とその他の地域、特
に欧州との検討が進んでいます。 

 
4.1.2. テクノロジーの標準化状況 
 
テクノロジーの標準化は、各業界団体等が、ワーキンググループという形で技術標準を策定

しています。ここでは、第3章「自己主権型/分散型アイデンティティを構成する要素（アー
キテクチャ）」で扱ったレイヤーごとに、テクノロジー面での主要な標準化の状況を一覧にし
ます。 
 
項番 レイヤー 取り組み名 (団体名) ステータス 
1 レイヤー4 

ガバナンスフレ
ームワーク 

eIDAS 2.0 (欧州委員会) Ver 2.0として、Electronic Identification, 
Authentication and Trust Servicesの略
で、電子識別、認証、電子サイン、および
トラストサービス等の管理/監査/基準に関す
る立法を提案 

2 レイヤー3 
クレデンシャル 
 

Verifiable Credentials Data Model 
(W3C) 

VCの仕様(v1.1)を、広く使用が可能
な”Recommendation”として策定 [10] 

3 Selective Disclosure for JWTs (IETF) “Active Internet-Draft”として、標準化文書
(RFC)に向けて検討が進行中 [11] 

4 mdoc/mDL (ISO/IEC JTC 1/SC 17) ISO/IEC規格として発行済(2021, 2023) 
[15] [16] 

5 レイヤー2 
安全なコミュニ
ケーションと通
信プロトコル 
 

eIDAS2.0 Architecture and 
Reference Framework (欧州委員会
等) 

デジタルIDウォレットのリファレンスアー
キテクチャを策定 [8] 

6 OpenID for Verifiable Credentials 
(OpenID Foundation) 

OpenID Connectの拡張仕様群として、VC
の発行・提供に関する仕様群を、” Working 
Group Draft”として策定 [18] 

8 Hyperledger Aries (Hyperledger 
Foundation) 

近接型のデジタルIDウォレットの機能/通信
仕様を策定 [25] 

9 DID Comm (DIF) DIDを用いた近接型の通信プロトコルの標準
仕様を策定 [20] 

10 レイヤー1 
識別子と公開鍵 

Decentralized Identifiers (W3C) DIDの仕様(v1.0)を、広く使用が可能な”
Recommendation”として策定(2022) [21] 

11 Hyperledger Indy (Hyperledger 
Foundation) 

分散台帳を用いた識別子と公開鍵の管理仕
様を策定 [26] 

12 Self-Issued OpenID Provider v2 
(OpenID Foundation) 

OpenID Connectの拡張仕様として、ユー
ザー自身が識別子等を発行するための仕様
を、”Draft”として策定 [27] 

表 1テクノロジーの標準化状況 

以上のようなテクノロジーの標準化に関する活動は、それぞれが独立性を持つ一方、他の活
動に対して相互に影響を与えることが少なくありません。そのため、自己主権型/分散型アイデ
ンティティが注目されるにつれ、こうした活動間の関連性を、整理する取り組みも行われるよ
うになっています [28]。 
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4.2. 課題 
ここでは、自己主権型/分散型アイデンティティを取り巻く、今後検討すべきいくつかの課

題を例に、レイヤー毎に分類して記述します。 
• レイヤー４ ガバナンスフレームワーク 
以下を担うような、管理運営団体等の運営主体の設立を検討する必要があります。 

o 協会等の管理運営団体の設立と業務内容の取り決め 
o 適合性評価機関の認定と業務内容の取り決め 
o 上記の業務を支えるポリシーの策定 
o コストの回収方法 
 

• レイヤー３クレデンシャル 
業界にあわせたユースケースを想定し、以下を検討する必要があります。 

o ユースケース毎に共通で用いられる、スキーマと呼ばれるVCの仕様策定 
o ユースケース毎に異なる、発行者と検証者に対する参加の制限の有無と、制
限自体の内容の取り決め 

o 既存の認証連携の仕様（OpenID Connect等）との相互接続性の確保 
 

• レイヤー２ 安全なコミュニケーションと通信プロトコル 
業界やユースケースにあわせた標準的なUI/UXが定まっていないため、以下を検討
する必要があります。 

o UI/UXに大きな影響のある通信プロトコルの選択に関して、業界やユースケ
ース毎にベストプラクティスを確立 

o 特に進化の早いUIの要素技術（本書執筆時点で主流であるQRコードのほ
か、NFC、Bluetooth等の活用が見込まれる要素技術）への順応 

o 個人だけでなく、法人やその従業員による利用を考慮した、デジタルIDウォ
レットの提供形態 
 

• レイヤー１ 識別子と公開鍵 
多数のDIDドキュメントの管理方法があるため、以下を検討する必要があります。 

o 相互運用に適したDIDドキュメントの管理方法 
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4.3. 今後の展望 
本書の冒頭で述べた問題について、まさに近年、「個人情報が必要以上に収集され、意図し

ない用途に利用されるのではないか？」という懸念から、ヨーロッパのGDPR（一般データ保
護規制）の導入や、日本での個人情報保護法改正等、世界的に個人情報保護管理に対する規制
が強まっています。 
個人が自身に関する情報の流通をコントロールできることを目指す自己主権型アイデンティ

ティの思想と、その実現手段の一例として検討が進む分散型アイデンティティの技術は、今後
益々注目を集めるでしょう。 
 
また、日本政府が環境整備の方針を示している [29]分散型デジタル社会の世界において、各

種産業におけるDXで主導的役割を担うために、自己主権型/分散型アイデンティティへの取り
組みは、実現手段の一つとして、今後も継続的に議論がなされていくことが予想されます。 
このような情勢下において、本書に示した自己主権型/分散型アイデンティティとそれに付

随する４つのレイヤーにおける課題について早期に取り組むことが、分散型デジタル社会の実
現、ならびに世界における日本の産業力の優位性向上に寄与することも期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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用語集 
項番 用語 用語(和名) 定義 
1 Assessor 適合性評価機関 Trust Framework Provider の認可のもと、第三者機関として、認

証機関が定めるポリシーへの準拠を審査する機関。 
2 Decentralized 

Identifier (DID) 
分散型識別子 分散型アイデンティティ(DID: Decentralized Identity)とは異なる。 

同じDIDの仕組みの中で一意な識別子。 
個人や組織が、自らが信頼できるシステムを使って自分の識別子
を生成できるように設計されていることもある。デジタル署名等
の暗号証明を用いて認証することにより、個人や組織がその識別
子に紐づいていることを証明することが可能。 [24]より抜粋 ※一
部改変 

3 Wallet デジタルIDウ
ォレット※ 

※原文では” 
Wallet”だが、本
文書ではアイデ
ンティティを扱
うため明示的に
和名に「デジタ
ルID」を挿入 

Verifiable Credential(検証可能なクレデンシャル)やキーマテリアル
を受領、保管、提供、管理できるようにHolder（所有者）が用い
るエンティティ。 [30]より翻訳 ※一部抜粋 

4 Holder 所有者 Verifiable Credential（検証可能なクレデンシャル）を保管し、
Verifiable Credential（検証可能なクレデンシャル）からVerifiable 
Presentation（検証可能なプレゼンテーション）を作成することの
できる個人や役割。 [10]より翻訳 

5 Identity 
Provider (IdP) 

IDプロバイダ アイデンティティ情報を管理し提供する機関。 

6 Issuer 発行者 Verifiable Credential(検証可能なクレデンシャル)を作成し、
Holder（所有者）に発行することのできる役割。 [10]より翻訳 ※
一部改変 

7 Policy Maker ポリシー策定者 トラストフレームワークのポリシー策定者。 [31, 5]より抜粋 

8 Self-Sovereign 
Identity (SSI) 

自己主権型アイ
デンティティ 

管理主体が介在することなく、個人が自分自身のアイデンティテ
ィをコントロールできるようにすることを目指す考え方。 
管理者を介さずに自分自身でアイデンティティ情報を管理できる
ことを重視している点が特徴。 [24]より抜粋 

9 Service 
Provider (SP) 

サービスプロバ
イダ 

アイデンティティ情報をもとに、サービスを提供する機関。 

10 Trust 
Framework 
Provider 

認証機関 ID フェデレーションなどのガバナンスと管理を担当する機関。 

11 Trust Service トラストサービ
ス 

「トラストサービス」とは、通常有償で提供される電子サービス
で、以下の内容から構成されるものをいう。 
(a)電子署名、eシール､電子タイムスタンプ､電子書留サービス及び
これらのサービスに関連する証明書の作成､検証及び妥当性確認。 
(b)ウェブサイト認証のための証明書の作成､検証及び妥当性確認。 
(c)これらのサービスに関連する電子署名、eシールまたは電子証明
書の保存。 
 
[6] [7]より引用 

12 User 一般利用者 サービス利用者。 
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13 Verifiable 
Credential (VC) 

検証可能なクレ
デンシャル 

物理的な「クレデンシャル」※が表すのと同じ情報をすべて表す
ことができ、加えてデジタル署名等の技術を用いることで、現実
の物理的な「クレデンシャル」より改ざん防止性や信頼性を高く
したもの。 
 
※現実世界における、「クレデンシャル」の例 
・「クレデンシャル」の対象の識別に関する情報（例: 写真、名
前、識別番号） 
・発行機関に関連する情報（例: 市役所、国家機関、認証機関） 
・「クレデンシャル」の種類に関する情報（例: オランダのパスポ
ート、アメリカの運転免許証、健康保険証） 
・発行機関が対象について主張している特定の属性情報（例: 国
籍、運転可能な車両の種類、生年月日） 
・「クレデンシャル」が何から派生したかに関する証跡 
・「クレデンシャル」の制約に関する情報（例: 有効期限、利用規
約） 
 
[10]より翻訳 

14 Verifiable Data 
Registry 

検証可能データ
レジストリ 

識別子、鍵、その他関連データとして例えばVerifiable Credential
（検証可能なクレデンシャル）のスキーマ、失効レジストリ、
Issuer（発行者）の公開鍵などVerifiable Credential（検証可能な
クレデンシャル）の利用に必要なデータの作成と検証を仲介する
場合もあるシステムの役割。 
[10]より翻訳 ※一部抜粋 

15 Verifiable 
Presentation 
(VP) 

検証可能なプレ
ゼンテーション 

データの作成性が暗号検証プロセス後も信頼できる方式でエンコ
ードされた、改ざん検知可能なPresentation（プレゼンテーショ
ン）。Presentation（プレゼンテーション）自体は、特定の
Verifier（検証者）に共有される、一つ以上のIssuer（発行者）か
ら発行された一つ以上のVerifiable Credential（検証可能なクレデ
ンシャル）から派生したデータ。 
[10]より翻訳 ※一部抜粋 

16 Verifier 検証者 Verifiable Presentation（検証可能なプレゼンテーション）を要
求、受領、検証するエンティティ。 [30]より翻訳 ※一部抜粋 
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